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持ち帰りを行う端末は、大変便利な道具ですが心配されることもあります。また美幌町内の小中

学校を卒業するまで、長期に渡って利用するものなので使用するにあたりルールを定めます。

ルールの目的

学習活動に使うことが目的なので、学習活動に関わること以外には使用できません。

使用目的

① 自分の端末を使用してください。他の人の端末は使用しないでください。

② 紛失、盗難、落下、水没等しないように十分注意してください。

③ 端末を持ったまま走ったり、地面に置いて放置しないでください。

④ 湿気の多い場所、高温になる場所に置かないでください。

⑤ 端末の画面は傷付きやすいため、鉛筆等尖ったものを近づけないでください。

基本的な留意事項

高温多湿を避け、安全な場所でACアダプタにより充電し保管をしてください。

保管方法

① 端末を使用するときは姿勢よく、画面に目を近づけすぎないように気を付けて

ください。

② 30分に1回は遠くを見るなどして、目を休ませてください。

③ ご家庭で使用時間等のルールを決めて使用してください。

※参考 文部科学省HPより

端末の利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する

啓発リーフレットについて

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00001.html

健康のために

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00001.html
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端末を使用し、インターネットを閲覧する際には、安全なサイトのみ閲覧できるよう制限されて

いますが、もし怪しいサイトや危険なサイトに入ってしまった場合は、むやみに操作せず学校に知

らせて状況を説明してください。

安全な使用のために

①QRコードは他人に渡さない。失くさない。失くしてしまったらすぐに学校へ連絡してくださ

い。

②自分や他人の個人情報（住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号及びメールアドレス等個人

を特定できる可能性のある情報）は、インターネット上のサイトに掲載しないでください。

個人情報

人物や商業施設内等を撮影する場合は必ず許可を得て撮影してください。

カメラの使用

端末の動作に異常が生じた場合や故障・紛失した場合には学校へ報告すること。故障等につい

て費用負担は発生しませんが、故意による破損と認められる場合は修理代を負担してもらう場合

があります。

不具合・故障等

本ルールを守れない場合は端末を使用することはできません。

使用の制限

その他不明点がありましたら学校にお知らせください。

その他

インターネットに接続できる時間を下記のとおりとしております。これ以外の時間帯ではほぼ

すべての機能が使用できませんのでご注意ください。

使用可能時間帯 → 小学校︓6時〜21時 中学校︓6時〜0時

※他人に対する誹謗中傷は犯罪につながります。この端末ではSNS等は閲覧・書き込みができ

ませんが、個人のPC、スマートフォンでの使用においてもご家庭でご指導ください。

使用時間・制限設定
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